
泉崎村農業委員会定例総会（７月）議事録 

 

 

１ 開催の日時及び場所 

日 時：令和７年７月１５日（火）午後１時３０分から 

  場 所：泉崎村役場第１会議室 

 

 

２ 会議構成人員（１５名） 

  出席農業委員（８名）          推進委員（７名） 

   １番  箭内 一美 委員       太田川  小針 喜美司 委員 

   ２番  佐川 ヒロ子 委員      踏 瀬  箭内 一二 委員 

   ３番  和泉 輝代 委員       泉崎①  鈴木 勝美 委員 

   ４番  大森 秀樹 委員       泉崎②  鈴木 正一 委員 

   ５番  穗積 正徳 委員       泉崎③  中野目 英宏 委員 

   ６番  菊地 信治 委員       瀬知房  鈴木 勝 委員 

   ７番  大野 厚海 委員       北平山  小林 富美雄 委員 

   ８番  有賀 路夫 委員        

 

 

３ 本日の提出議案 

議案第３９号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第４０号 農用地利用促進計画に係る意見について 

議案第４１号 農業委員会農地転用届出に係る事務処理規程について 

議案第４２号 農業委員会会則について 

 

 

４ 議事録署名人 

１番  箭内 一美 委員 

２番  佐川 ヒロ子 委員 

 

 

 

 

 



■開 会 

（事務局） 

  定刻になりましたので、ただ今より７月定例総会を開催いたします。始めに会長よ

り挨拶をお願いいたします。 

 

 

■会長挨拶 

（会長） 

皆さん、こんにちは。 

  毎日暑いので、体調管理に気を付けてください。また、農業者年金の新規加入者に 

 ついての情報と全国農業新聞の新規購読者について情報提供お願いします。 

   

（事務局） 

  ありがとうございました。 

会期の決定及び議事録署名人の選任について、会長よりお願いいたします。 

 

 

■会期の決定及び議事録署名人 

（会長） 

  本総会の会期は、本日１日とすることにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり。） 

 

（会長） 

  本日１日とすることに決しました。 

  議事録署名人は「１番 箭内一美委員」「２番 佐川ヒロ子委員」にお願いします。 

 

（会長） 

議事に入る前に、最初の案件は、●●●●委員の関係案件ですので、一時退席して

いただきます。 

 

（●●●●委員退席） 

 

（会長） 

では、議事に入ります。「議案第３９号 農地法第３条の規定による許可申請につ 

いて」事務局より説明願います。 



 

（事務局） 

「議案第３９号 農地法第３条の規定による許可申請について」議案書に従い朗読 

説明。 

 

（会長） 

ただ今、事務局より説明がありましたが「議案第３９号 農地法第３条の規定によ 

る許可申請について」推進委員 小林富美雄委員より現地状況の意見をお願いします。 

  

（小林富美雄委員） 

  ７月 10日９時より、事務局２名と申請者、●●行政書士、委員２名の計７名で申 

請地を確認しました。資料３ページを見ていただくと申請地の両サイドは●●さんが 

耕作しております。●●●●さんはもうご自身で農業は行わず誰かに譲りたいとのこ 

とで、●●さんが譲受けたという状況です。杭もあり、きれいに耕してありいつでも 

耕作できる状態ですので、問題ありません。 

 

（会長） 

推進委員の意見を踏まえ、農業委員 穗積正徳委員の意見をお願いします。 

 

（穗積正徳委員） 

境もはっきりしているし、●●さんが続きをやっているので耕してありきれいにな 

っています。●●さんからぜひ譲受けてほしいということでしたので、問題ありませ

ん。 

 

（会長） 

担当委員の「問題なし」との意見がございましたが、委員の皆さんの意見をお伺 

いします。 

 

（会長） 

では、お諮りいたします。 

「議案第３９号 農地法第３条の規定による許可申請について」許可することにご 

異議ございませんか。 

 

（「異議なし」とする声あり。） 

 

（会長） 



異議なしと認め、「議案第３９号 農地法第３条の規定による許可申請について」 

許可することに決しました。ここで、●●●●委員に再入場していただきます。 

 

（●●●●委員再入場） 

 

（会長） 

続きまして、「議案第４０号 農用地利用集積等促進計画に係る意見について」事 

務局より説明願います。 

 

（事務局） 

「議案第４０号 農用地利用集積等促進計画に係る意見について」議案書に従い朗 

読説明。 

 

（会長） 

ただ今、事務局より説明がありましたが何か質疑等ございますか。 

 

（菊地信治委員） 

  借り手は、農業生産法人といった資格を持っている法人ですか。普通の会社ですか。 

 

（事務局） 

  農業を主として行う法人です。 

 

（箭内一美委員） 

踏瀬地区においても野菜を作っております。大型でやられています。いわきの方で 

も借りているようです。ここ数年で急に畑を借りて、大型でキャベツなどの作付け行 

っています。 

 

（会長） 

質疑がないようなので決裁をとります。 

「議案第４０号 農用地利用集積等促進計画に係る意見について」意見書（案）の 

とおり回答することにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり。） 

 

 

（会長） 



異議なしと認め、「議案第４０号 農用地利用集積等促進計画に係る意見について」 

原案のとおり回答することに決しました 

 

（会長） 

続きまして、「議案第４１号 泉崎村農業委員会における農用地の申請、届出及び 

報告等に係る事務処理規定について」事務局より説明願います。 

 

（事務局） 

「議案第４１号 泉崎村農業委員会における農用地の申請、届出及び報告等に係る 

事務処理規程について」議案書に従い朗読説明。 

 

（会長） 

ただいま事務局より説明がありましたが何か質疑等ございますか。 

 

（会長） 

質疑がないようなので決裁をとります。 

「議案第４１号 泉崎村農業委員会における農用地の申請、届出及び報告等に係る

事務処理規程について」原案のとおり定めることにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり。） 

 

（会長） 

異議なしと認め、「議案第４１号 泉崎村農業委員会における農用地の申請、届出

及び報告等に係る事務処理規程について」原案のとおり定めることに決しました。 

 

（会長） 

続きまして、「議案第４２号 泉崎村農業委員会会議規則の一部を改正する規則に 

ついて」事務局より説明願います。 

 

（事務局） 

「議案第４２号 泉崎村農業委員会会議規則の一部を改正する規則について」議案 

書に従い朗読説明。 

 

（会長） 

ただいま事務局より説明がありましたが何か質疑等ございますか。 

（会長） 



質疑がないようなので決裁をとります。 

「議案第４２号 泉崎村農業委員会会議規則の一部を改正する規則について」原案 

のとおり定めることにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり。） 

 

（会長） 

異議なしと認め、「議案第４２号 泉崎村農業委員会会議規則の一部を改正する規 

則について」原案のとおり定めることに決しました。 

 

（午後：２時００分） 

 

 

■その他 

（会長） 

  以上で本日の案件は終了しますが、その他、事務局から何かございますか。 

 

（事務局） 

令和８年７月改選について 

 農地パトロール（利用状況調査）について 

 第３回農業者年金オンラインセミナーについて 

農業委員・農地利用最適化推進委員研修会について 

福島県下農業委員会大会について 

８月定例総会について 

申請受付締切日変更について 

 

 

■次回定例総会の日程について 

（会長） 

  以上を持ちまして、本総会の日程が終了しました。 

次回の定例総会について、令和７年８月１５日（金）午前１０時からにすることに

ご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり。） 

 

■閉 会  



（会長） 

以上をもちまして泉崎村７月定例農業委員会総会を閉会といたします。お疲れ様で 

した。 

 

（午後：２時４５分） 

  



 


